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安
全
に
安
心
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
た
め
に　
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
の
ト
ラ

ブ
ル
や
歩
き
ス
マ
ホ
・
な
が
ら
操
作
に
よ
る
事
故
な
ど
か
ら
子
ど
も
た
ち
を
守

る
た
め
に
、
家
庭
で
の
ル
ー
ル
の
確
認
や
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
の
設
定
を
し
ま
し

ょ
う
。
保
護
者
の
理
解
と
見
守
り
が
、
子
ど
も
た
ち
を
守
り
ま
す
。

愛
の
ひ
と
声
を　
子
ど
も
の
小
さ
な
変
化
を
見
逃
さ
ず
、
気
に
な
る
と
き
は﹁
ど

う
し
た
の
﹂
と
優
し
く
声
を
か
け
ま
し
ょ
う
。
よ
い
行
い
は
そ
の
場
で
褒
め
る

の
が
一
番
で
す
。

ダ
メ
な
も
の
は
ダ
メ　
未
成
年
者
の
飲
酒
や
喫
煙
は
、
非
行
の
第
一
歩
で
す
。

﹁
ダ
メ
な
も
の
は
ダ
メ
！
﹂
の
一
言
が
、
子
ど
も
を
非
行
か
ら
救
い
ま
す
。
話

し
合
う
機
会
を
持
ち
、
誘
惑
に
負
け
な
い
強
い
心
を
育
て
ま
し
ょ
う
。

夜
間
の
外
出
は
控
え
ま
し
ょ
う　
千
葉
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
に
よ
り
、
保

護
者
は
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
青
少
年
を
午
後
11
時
～
午
前
４
時

の
間
、
外
出
さ
せ
な
い
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
保
護
者

の
同
伴
な
し
に
、
16
歳
未
満
の
者
が
午
後
６
時
以
降
に
ゲ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
に
立

ち
入
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

■
青
少
年
相
談
の
ご
利
用
を　
青
少
年
の
非
行
や
生
活
の
乱
れ
な
ど
の
悩
み
に

つ
い
て
、
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。
助
言
・
指
導
の
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
て
関

係
機
関
と
の
連
携
を
図
り
ま
す
。
受
付
時
間
は
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く

午
前
９
時
～
午
後
４
時
で
す
。
①
電
話
相
談
、
②
来
所
相
談
︵
要
電
話
予
約
︶　

▼
問
い
合
わ
せ　
青
少
年
セ
ン
タ
ー
／
大
和
田
１
３
８

−

２
教
育
委
員
会
庁
舎

内
︵
４
８
３
︶２
８
４
２

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
広
告
を
掲
載
し
ま
せ
ん
か

　
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
バ
ナ
ー
広
告
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
広
告
の

原
稿
や
電
子
デ
ー
タ
な
ど
の
作
成
に
係
る
費
用
は
自
己
負
担
で
す
。
掲
載
す
る

に
は
、
八
千
代
市
有
料
広
告
取
扱
要
綱
と
八
千
代
市
広
告
掲
載
基
準
の
要
件
を

満
た
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。
要
綱
と
基
準
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
。

　
掲
載
位
置
は
ペ
ー
ジ
下
部
の
ほ
か
、
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
に
は
広
告
が
ラ
ン
ダ
ム

で
１
枠
だ
け
上
部
に
表
示
さ
れ
ま
す
。
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載

し
て
い
る
﹁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
広
告
掲
載
要
領
﹂
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　
▼
規
格　
縦
60
ピ
ク
セ
ル
×
横
１
５
０
ピ
ク
セ
ル
。
容
量
20
キ
ロ
バ
イ
ト

以
内
。
デ
ー
タ
形
式
は
Ｇ
Ｉ
Ｆ
、
Ｊ
Ｐ
Ｅ
Ｇ
、
ま
た
は
Ｐ
Ｎ
Ｇ
。
動
画
不

可　
▼
掲
載
料　
１
か
月
２
万
円　
▼
申
し
込
み　
市
が
委
託
す
る
広
告

代
理
店
に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。
枠
に
空
き
が
あ
る
場
合
は
、
随
時
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
募
集
し
て
い
ま
す 

︵
広
報
広
聴
課
︶

消
費
者
教
室
で
学
ぶ
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ト
ラ
ブ
ル

　
ネ
ッ
ト
社
会
や
カ
ー
ド
社
会
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
、
幅
広
い
年
代
が
利
用
す

る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
。
悪
質
商
法
な
ど
の
ト
ラ
ブ
ル

に
巻
き
込
ま
れ
る
事
件
が
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
。
消
費
生

活
セ
ン
タ
ー
で
は
、
こ
う
し
た
問
題
の
解
決
方
法
を
学

ん
で
も
ら
う
た
め
、
消
費
生
活
相
談
員
に
よ
る
消
費
者

教
室
を
行
っ
て
い
ま
す
。
２
月
に
は
、
高
校
生
世
代
を

対
象
に
初
め
て
八
千
代
西
高
校
で
開
催
し
ま
し
た
。

　
市
内
在
住
か
在
勤
・
在
学
の
人
か
ら
な
る
団
体
や
グ

ル
ー
プ
が
対
象
。
申
し
込
み
な
ど
詳
し
く
は
、
同
セ
ン

タ
ー
︵
４
８
３
︶１
１
５
１
へ

八千代市で投票できる人
　次の２つの要件を満たす人が投票できます。
ただし、県外へ転出した人は、投票できません。
①平成13年４月８日までに生まれた日本国民
② 平成30年12月28日までに本市に転入の届け出
をし、引き続き３か月以上住民基本台帳に登
録され、本市の選挙人名簿に登録されている人

県内で住所を変更した人
■市内で住所を変更した人
　３月10日㈰までに市内で住所変更の届け出を
した人は、新住所地の投票所で投票できます。
それ以降に住所変更の届出をした人は、旧住所
地の投票所で投票してください。
■八千代市→ほかの市町村
　本市の選挙人名簿に登録されていれば、本市
で投票できます。詳しくは選挙管理委員会へお
問い合わせください。
■ほかの市町村→八千代市
　県内の市町村の選挙人名簿に登録されている
人が平成30年12月29日以降に本市に転入の届
け出をした場合は、次の方法で投票できます。
いずれの場合も「引き続き県内に住所を有する
ことの証明書」の提示をするか、「引き続き県
内に住所を有することの確認」の申請をする必
要があります。
① 前住所地の選挙管理委員会へ投票用紙などの
交付を請求し、３月30日㈯～４月６日㈯に、
八千代市選挙管理委員会に持参して不在者投
票をする（請求に必要な書類は、市ホームペ
ージでダウンロードするか、選挙管理委員会
で入手できます）。
② ３月30日㈯～４月６日㈯に、前住所地の期日

前投票所に行って投票する。
③ 投票日の４月７日㈰に、前住所地の投票所に
行って投票する。
●�引き続き県内に住所を有することの�
証明書の発行
　次の場所で発行します。詳しくは戸籍住民課
483-1151へお問い合わせください。
① ３月30日㈯～４月６日㈯…市役所１階戸籍
住民課／午前８時30分～午後８時、支所・
連絡所／午前８時30分～午後５時（土曜・日
曜日を除く）
②４月７日㈰…戸籍住民課/午前７時～午後８時

当日、投票に行けない人は
期日前か不在者投票ができます
　投票日に仕事や旅行などで投票できない人は
期日前投票ができます。投票の際に、入場整理
券裏面にある宣誓書を記入してください。投票
をスムーズに行うために、自宅で記入してきて
ください。入場整理券が届いていない場合で
も、期日前投票所にある宣誓書に記入し、提出
すれば投票できます。期日前投票所によって日
時が違いますので、注意してください。また、
時間に余裕をもって来てください。
　市役所第２別館１階第１会議室は、３月30
日㈯～４月６日㈯午前８時30分～午後８時。ユ
アエルム八千代台店３階エルムスペース、イオ
ンモール八千代緑が丘３Ｆ専門店ミーティング
ルーム、フルルガーデン八千代専門店モール２
階会議室の３か所は、３月31日㈰～４月６日㈯
午前10時～午後８時。
　長期出張などで市外に滞在している人は、
本市選挙管理委員会に投票用紙等の交付を請求
し、滞在する市区町村の選挙管理委員会で不在

者投票ができます。郵送でのやり取りに時間が
かかりますので、早めに請求してください。

病院に入院中の人などが
利用できる投票
■病院や施設に入院・入所している人の投票
　都道府県の選挙管理委員会が指定した病院
や施設に入院・入所している人は、その病院や
施設の長に申し出ると、その場所で不在者投票
ができます。入院・入所先へ確認してください。
■郵便などによる不在者投票
　身体障害者手帳や戦傷病者手帳を持ってい
て、障害の内容と程度が下の表の要件に該当す
る人、または介護保険被保険者証に「要介護５」
と記載されている人は、郵便などによる不在者
投票ができます。
　郵便などで不在者投票を行うには郵便等投票
証明書が必要です。選挙管理委員会に身体障害
者手帳などを添えて、事前に交付申請してくだ
さい。申請書は市ホームページでダウンロード
するか、選挙管理委員会で入手できます。投票
用紙の請求は４月３日㈬までです。

　郵便などでの不在者投票ができる人で、次の
要件を満たす人は代理記載制度を利用できます。
　▶身体障害者手帳に上肢、または視覚の障害の

『おもいのせ　みらいをたくす　とうひょう日』

４月７日㈰は千葉県議会議員選挙の投票日４月７日㈰は千葉県議会議員選挙の投票日
　任期満了に伴う千葉県議会議員選挙の投票日は、４月７日㈰です。千葉県の
未来を託す人を選ぶ大切な選挙です。棄権しないで投票しましょう。
　お問い合わせは、選挙管理委員会 483-1151（代表）へ。

障害の内容 障害の程度

身体障害者
手帳

両下肢、体幹、移動機能 １級または２級
心臓、じん臓、呼吸器、
ぼうこう、直腸、小腸 １級または３級

免疫、肝臓 １級〜３級

戦傷病者
手帳

両下肢、体幹 特別項症
　　〜第２項症

心臓、じん臓、呼吸器、
ぼうこう、直腸、小腸、
肝臓

特別項症
　　〜第３項症

▲高校生が被害者になることも


